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せ

家
庭
用
浄
化
槽
の
設
置
補
助

に
つ
い
て

　

町
で
は
、
生
活
排
水
に
よ
る
水

質
汚
濁
を
防
止
す
る
た
め
に
、
家

庭
の
雑
排
水
（
台
所
、
風
呂
、
洗

濯
な
ど
の
排
水
）
と
、
し
尿
を
あ

わ
せ
て
処
理
す
る
浄
化
槽
を
設
置

さ
れ
る
方
に
、
予
算
の
範
囲
内
で

補
助
金
を
交
付
し
て
い
ま
す
。
浄

化
槽
を
設
置
さ
れ
る
方
は
、
必
要

書
類
を
添
え
て
上
下
水
道
課
又
は

各
総
合
支
所
住
民
福
祉
課
へ
申
請

し
て
く
だ
さ
い
。

▼
補
助
対
象
地
域

　

全
域
（
公
共
下
水
道
認
可
区
域
、

農
業
集
落
排
水
整
備
区
域
、
天
王

地
区
を
除
く
。）

▼
補
助
対
象
者

　

町
内
で
個
人
住
宅
に
家
庭
用
浄

化
槽
を
設
置
す
る
方

▼
補
助
金
額

・
５
人
槽

　

（
延
床
面
積
１
３
０
㎡
以
下
）

３
３
２
，
０
０
０
円

・
７
人
槽

　

（
延
床
面
積
１
３
０
㎡
超
）

４
１
４
，
０
０
０
円

・
10
人
槽

　

（
二
世
帯
住
宅
）

５
４
８
，
０
０
０
円

※
浄
化
槽
の
設
置
に
伴
い
、
必
要

と
な
る
単
独
処
理
浄
化
槽
の
撤

去
費
用
に
つ
い
て
は
、
補
助
額

に
９
万
円
を
限
度
に
加
算
し
ま

す
。

※
補
助
金
額
は
、
国
の
基
準
単
価

の
見
直
し
に
よ
り
変
更
す
る
場

合
が
あ
り
ま
す
。

▼
受
付
開
始
日

　

５
月
１
日（
火
）

※
補
助
金
交
付
決
定
前
（
５
月
中

旬
決
定
予
定
）
の
事
業
着
手
又

は
既
に
設
置
済
み
の
場
合
は
、

補
助
金
交
付
の
対
象
に
な
り
ま

せ
ん
。
詳
し
く
は
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ

　

上
下
水
道
課☎

８
９
３-

１
１
６
１

　

吾
北
総
合
支
所
住
民
福
祉
課

☎
８
６
７-
２
３
０
０

　

本
川
総
合
支
所
住
民
福
祉
課

☎
８
６
９-

２
１
１
２

お
知
ら
せ

林
地
台
帳
制
度
が
始
ま
り
ま

す
　

森
林
所
有
者
の
所
在
が
不
明
な

森
林
や
林
地
の
境
界
が
不
明
な
森

林
が
増
加
し
森
林
整
備
の
推
進
に

支
障
を
来
し
て
い
る
こ
と
な
ど
を

受
け
、
市
町
村
が
、
森
林
の
土
地

の
所
有
者
や
林
地
の
境
界
に
関
す

る
情
報
な
ど
を
林
地
台
帳
と
し
て

整
備
す
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

　

４
月
１
日
か
ら
、
こ
の
林
地
台

帳
の
情
報
に
つ
い
て
は
、
そ
の
一

部
を
公
表
す
る
と
と
も
に
、
森
林

整
備
の
担
い
手
の
方
々
に
提
供
す

る
こ
と
に
よ
り
、
施
業
の
集
約
化

や
適
切
な
森
林
整
備
に
活
用
し
て

も
ら
う
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

　

な
お
、
公
表
及
び
情
報
提
供
に

当
た
っ
て
は
、
対
象
情
報
の
制
限

な
ど
が
あ
り
ま
す
の
で
、
詳
細
は

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ

　

森
林
政
策
課（
吾
北
庁
舎
内
）

☎
８
６
７-

２
３
２
２

お
知
ら
せ

森
林
の
土
地
の
所
有
者
届
出

制
度
に
つ
い
て

▼
届
出
対
象
者

　

個
人
・
法
人
を
問
わ
ず
、
平
成

24
年
４
月
１
日
以
降
に
売
買
や
相

続
な
ど
で
森
林
の
土
地
を
新
た
に

取
得
し
た
方
は
、
面
積
に
か
か
わ

ら
ず
届
出
を
し
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
。
ま
た
、
平
成
24
年
４
月
１

日
以
前
に
森
林
の
土
地
を
取
得
し

た
方
で
も
、
平
成
24
年
４
月
１
日

以
降
に
遺
産
分
割
協
議
が
成
立
し

た
場
合
に
は
届
出
が
必
要
で
す
。

た
だ
し
、
国
土
利
用
計
画
法
に
基

づ
く
土
地
売
買
契
約
の
届
出
を
し

て
い
る
方
は
対
象
外
で
す
。

▼
届
出
期
間
及
び
届
出
先

　

土
地
の
所
有
者
と
な
っ
た
日
か

ら
90
日
以
内
に
、
取
得
し
た
土
地

の
あ
る
市
町
村
に
届
出
を
し
て
く

だ
さ
い
。

▼
届
出
事
項

　

届
出
書
に
は
、
届
出
者
と
前
所

有
者
の
住
所
・
氏
名
、
所
有
者
と

な
っ
た
年
月
日
、
所
有
権
移
転
の

原
因
、
土
地
の
所
在
場
所
・
面
積

と
と
も
に
、
土
地
の
用
途
な
ど
を

記
載
し
ま
す
。
添
付
書
類
と
し
て
、

登
記
事
項
証
明
書
又
は
土
地
売
買

契
約
書
な
ど
権
利
を
取
得
し
た
こ

と
が
分
か
る
書
類
の
写
し
、
土
地

の
位
置
を
示
す
図
面
が
必
要
で
す
。

　

所
定
の
届
出
様
式
が
あ
り
ま
す

の
で
、
詳
し
く
は
左
記
ま
で
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ

　

森
林
政
策
課（
吾
北
庁
舎
内
）

☎
８
６
７-

２
３
２
２

　

産
業
経
済
課☎

８
９
３-

１
１
１
５

　

本
川
総
合
支
所
産
業
建
設
課

☎
８
６
９-

２
１
１
５

お
知
ら
せ

森
林
の
立
木
を
伐
採
す
る
と

き
に
は
届
出
が
必
要
で
す

▼
伐
採
及
び
伐
採
後
の
造
林
の
届

出
制
度
と
は

　

森
林
は
、
林
産
物
の
供
給
、
水

源
の
涵
養
、
山
地
災
害
の
防
止
な

ど
の
多
面
的
な
機
能
が
あ
り
、
私

た
ち
の
生
活
に
た
く
さ
ん
の
恩
恵

を
も
た
ら
し
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
ら
森
林
の
持
っ
て
い
る
多

面
的
な
機
能
を
高
度
に
発
揮
さ
せ

る
た
め
の
適
正
な
森
林
施
業
を
確

保
す
る
観
点
か
ら
、
森
林
の
伐
採

及
び
伐
採
後
の
造
林
が
、
市
町
村

森
林
整
備
計
画
に
適
合
し
て
適
切

に
行
わ
れ
て
い
る
か
を
確
認
す
る

た
め
に
、
森
林
法
の
規
定
に
基
づ

き
、
事
前
に
届
出
し
て
い
た
だ
く

も
の
で
す
。

▼
対
象
と
な
る
森
林

　

保
安
林
な
ど
を
除
く
民
有
林

　

（
地
域
森
林
計
画
の
対
象
森
林
）

　

保
安
林
に
つ
い
て
は
、
県
へ
の

伐
採
許
可
申
請
な
ど
が
必
要
と
な

り
ま
す
。

▼
手
続
き
方
法

１
．
届
出
対
象
者

　

森
林
所
有
者
や
立
木
を
買
い
受

け
た
方
な
ど
、
立
木
の
伐
採
に
つ

い
て
権
原
を
有
す
る
方
と
な
り
ま

す
。

①
自
分
で
、
あ
る
い
は
請
負
に

よ
っ
て
伐
採
す
る
場
合
は
、
森

林
所
有
者

②
伐
採
業
者
な
ど
が
森
林
所
有
者

か
ら
立
木
を
買
い
受
け
て
伐
採

す
る
場
合
は
、
森
林
所
有
者
と

買
い
受
け
人
の
連
名

２
．
届
出
期
間
な
ど

　

伐
採
を
始
め
る
90
日
か
ら
30
日

前
ま
で
に
伐
採
す
る
森
林
が
あ
る

市
町
村
に
届
出
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
皆
伐
を
行
っ
た
場
合
は
、

伐
採
後
の
造
林
が
終
わ
っ
た
日
、


